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教育委員会会議規則（第１８条関係） 

会　　議　　録 

 文 書 分 類 保存期間 30、10、5、3、1 年  
 会 議 の 名 称 第２回教育委員会定例会

  
開  催  日  時

令和７年２月１０日（火）　　　　　 
午後　３時００分開会 
午後　４時３３分閉会

 開  催  場  所 真壁庁舎　３階　３３１０会議室

  
 
 
 

出    席    者

（委員出席者氏名） 
教 育 長　　稲川　　善成 
教 育 長 職 務 代 理 者　　小島　　香織　 
委 員　　宇佐美　徹　　 
委 員　　舘野　　仁一 
委 員　　小林　　源洋 
（説明の出席者職・氏名） 
教 育 部 長　　佐谷　　智 
次長兼学校教育課長　　仲田　　幸一 
教 育 指 導 課 長　　小林　　詠二 
生 涯 学 習 課 長　　飛毛　　俊浩 
ス ポ ー ツ 振 興 課 長　　廣澤　　伸一 
文 化 財 課 長　　寺崎　　大貴 
学校給食センター所長　　渡邉　　正人

 議事録署名人 舘野　仁一　委員

 

会  議  内  容

・議案第 4号　令和 7年度桜川市教育関係予算（案）に同意す

ることについて 

・議案第 5号　桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例（案）に同意すること

について 

・議案第 6号　桜川市特定事業主行動計画（案）に同意するこ

とについて 

・議案第 7号　桜川市立学校の学校医等の委嘱について

 会議録作成方針 要点記録
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情報の公開の可否

○可・否 

不開示理由（部分開示を含む）
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 会　　議　　内　　容　　　　　（審議内容・審議経過・結論等）

 稲川教育長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
仲田次長兼学校教育課長 
 
小林教育指導課長 
 
飛毛生涯学習課長 
 
廣澤スポーツ振興課長 
 
寺崎文化財課長 
 
渡邉学校給食センター所

長 
 
稲川教育長 
 
 

ただいまから令和7年第2回桜川市教育委員会定例会を開会

いたします。 

　本日の出席者は私を含めて5名、定足数に達していますので、

本委員会は成立いたします。 

 

【　議事録署名人の選任　】 
　 

本日の定例会における議事録署名人につきましては、 

　舘野　仁一　委員にお願いいたします。 

　 

【　議事　】 
　 

本日の会議に提案されている案件は、議案が 4 件でございま

す。ご協議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

それでは、議事に入ります。 

 

議案第 4号「令和 7年度桜川市教育関係予算（案）に同意す

ることについて」学校教育課より順に説明願います。 

 

（資料により説明） 
　 

　（資料により説明） 

 

　（資料により説明） 

 

　（資料により説明） 

 

　（資料により説明） 

 

　（資料により説明） 

 

 

説明が終わりました。委員さんから発言等あれば、お願いい

たします。 
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 小林委員 
 
 
 
廣澤スポーツ振興課長 
 
 
 
 
小林教育指導課長 
 
 
 
 
 
 
小林委員 
 
小林教育指導課長 
 
稲川教育長 
 
小林教育指導課長 
 
 
 
舘野委員 
 
小林教育指導課長 
 
稲川教育長 
 
小林教育指導課長 
 
小林委員 
 
小林教育指導課長 

7 ページの部活動指導員配置事業費補助金とその下にある運

動部活動実証事業委託金というのはどういうものなのか教え

ていただきたい。 

 

運動部活動実証事業費委託金の方はスポーツ振興課の方で

計上しています。今年度も計上しましたが、地域部活動の移行

に向かう委託金という形で、指導者の報酬だったり推進協議会

の委員さんの報酬などで支出するものとなります。 

 

続きまして、部活動指導員配置事業費補助金ですが、こちら

は対象が市内の中学校と義務教育学校後期課程になります。主

な内容としては、部活動の指導員の報酬となっております。

1,600 円×210 時間分の 3分の 2の補助で、10 人分計上してい

ます。また、部活動の指導員の費用弁償ということで、こちら

も 10 人分を計上しています。 

 

今現在の部活動指導員は、先生を指すのですか。 

 

はい。ちなみに部活動指導員の方は、今現在 5名います。 

 

学校名はわかりますか。 

 

桃山学園の吹奏楽で 1名、他については野球、剣道、バスケ

2名というところまでは捉えてはいますが、手元に資料がない

ため、詳細についてはお答えできず申し訳ございません。 

 

　部活動は平日ですか。土日も入っているんですか。 

 

　吹奏楽部の方は土日も入っていると聞いています。 

 

　平日も両方入っているの。 

　 

　はい。 

 

　来年度の予定については、どのように計画していますか。 

 

今は 5名ですが、来年度は 10 名を想定しております。 
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 宇佐美委員 
 
 
 
小林教育指導課長 
 
 
 
稲川教育長 
 
 
小林教育指導課長 
 
稲川教育長 
 
小島委員 
 
 
 
小林教育指導課長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小島委員 
 

県の委託金というのは、申請をしていただくんですよね。例

えば、5人想定していたけど、駄目だった場合には返すんです

か。それとも預かったままになるんですか。 

 

年度途中で予算は計上できないので、10 名分ということで申

請します。それで実際にかかった分だけを、委託金としていた

だける形になります。 

 

実績分だけ請求をして、委託金をいただけるということです

よね。 

 

10 名分いただいてから、実績に応じて返還になります。 

 

その他いかがでしょうか。 

 

11 ページの外国語指導助手派遣業務委託料の前年度比につ

いても説明していましたが、金額が減っていると聞こえたので

すが、もう一度教えていただいてよろしいですか。 

 

外国語指導助手派遣業務委託料が 4,365 万 7000 円で、市内

全ての小中義務教育学校に派遣している外国語指導助手の報

酬が主な支出内容です。これまでは小学校、義務教育学校の

1、2年生には外国語指導助手は未配置でしたが、今年度から 2

名配置しており、令和 7年度も継続して配置する予定です。 

令和 6 年度は外国語指導助手派遣業務委託料として、9名支

払いをしていますが、令和 7年度は 6名に減になります。そこ

で、1,356 万 5000 円の減ということになります。 

代わりに令和 6年度は 2 名いる会計年度任用職員が、令和 7

年度は 4名に増えますので、会計年度任用職員の報酬が 2,126

万円増えるということになります。 

全体で見ると、11 名が 10 名と、1 名減になっています。費

用については、小学校は市の会計年度任用職員として、中学校

と義務教育学校後期課程は委託業務ということとなるため、複

雑になっております。 

 

ありがとうございます。 

もう 1つ、13 ページ 6番の生涯学習推進費ですが、金額が大
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飛毛生涯学習課長 
 
 
 
 
 
 
 
小島委員 
 
舘野委員 
 
 
 
 
 
廣澤スポーツ振興課長 
 
 
 
 
 
 
舘野委員 
 
廣澤スポーツ振興課長 
 
 
小林委員 
 
 
廣澤スポーツ振興課長 
 
小林委員 
 

きく減っていますがこの理由について教えていただけますか。 

 

約 500 万減っていますが、今回減った理由として、指定管理

を行うことになり、今まで真壁図書館の方で使っていた電子図

書館の書籍関係の経費が全てなくなりますので、大きく減額と

いう形になります。その分は、今回 1 億 5000 万の指定管理料

の方に含まれることになりますが、こちらの方は増額というよ

りは、追加という形になります。よって 500 万は経費削減とい

う形です。 

 

ありがとうございます。 

 

14 ページのスポーツ推進課の項目ですが、保健体育総務事業

のマラソン大会記録計測委託料と、市制施行 20 周年記念マラ

ソン大会負担金は、市制施行 20 周年記念マラソン大会のとき

に記録計測を依頼するということですよね。2つあるわけでは

ないですよね。 

 

1 つですね。まだ今年度のものが終わっていないですが、来

年度は市制施行 20 周年というところで、計測委託料とは別に、

記念品等を作って参加者にお配りしたいという思いがありま

す。実行委員会が主となっていますので、実行委員会負担金と

して支出して、その中で今度はそういった記念品を作りたいと

考えております。 

 

参加費はいくらですか。 

 

市内の小・中学生は 500 円、市外の小・中学生は 1,000 円で

す。一般の方は 3,000 円、高校生が 1,500 円です。 

 

この同じ事業の中に、スポーツ少年団育成助成金があります

が、今現在の少年団の数というのはいくつぐらいですか。 

 

28 ですね。 

 

ちなみにこの内訳は何ですか。野球などが多いかと思います

が、その他のスポーツは何の団体ですか。 
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 廣澤スポーツ振興課長 
 
 
小林委員 
 
宇佐美委員 
 
 
廣澤スポーツ振興課長 
 
 
 
 
稲川教育長 
 
廣澤スポーツ振興課長 
 
 
 
 
稲川教育長 
 
 
 
 
 
 
 
全委員 
 
稲川教育長 
 
 
 
 
 
仲田次長兼学校教育課長 

詳細が手元にありませんので、内訳についてはお答えできず

申し訳ございません。 

 

　わかりました。 

 

　温水プールの管理は大変だと思いますが、今後もこの位掛か

るのですか。 

 

　はい。開館してから 30 年以上経っており、老朽化が進んで

る状況です。ただ、大規模改修というのはなかなか難しい状況

ですので、その都度修繕ないし工事をする形です。もしかした

ら、毎年のようにかかってしまう可能性もあります。 

 

空調関係もありますよね。突然使えなくなったり。 

 

建物自体もそうですし、やはり機械も 1つあたり高額ですか

ら、修繕対応できなければ新しいものという形にはなってしま

いますが、なるべく修繕できるものは、修繕しながら使用した

いです。 

 

現状、点検の方も丁寧にやっているなと思っています。今後

も点検をしっかり充実させていただきたいです。 

何かご質問等ありましたら、個別に対応したいと思います。 

それでは採決に入りたいと思います。 

議案第 4号「令和 7年度桜川市教育関係予算（案）に同意す

ることについて」は、原案通りとすることにご異議ございませ

んか。 

 

はい。 

 

ご異議ありませんので、議案第 4号は原案通り決定いたしま

す。 

続いて、議案第 5号「桜川市特別職の職員の給与並びに旅費

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例（案）に同意

することについて」学校教育課より説明願います。 

 

(資料により説明) 
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 稲川教育長 
 
 
全委員 
 
稲川教育長 
 
 
 
 
全委員 
 
稲川教育長 
 
 
 
 
仲田次長兼学校教育課長 
 
稲川教育長 
 
 
 
仲田次長兼学校教育課長 
 
宇佐美委員 
 
 
 
 
 
仲田次長兼学校教育課長 
 
 
 
宇佐美委員 
 

説明が終わりました。委員さんから発言等あれば、お願いい

たします。 

 

（発言なし） 

 

　それでは発言がありませんので採決に入ります。 

議案第 5号「桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例（案）に同意すること

について」は、原案通りとすることにご異議ございませんか。 

 

　異議なし。 

 

　ご異議ありませんので、議案第 5号は原案通り決定いたしま

す。 

続いて、議案第 6号「桜川市特定事業主行動計画（案）に同

意することについて」学校教育課より説明願います。 

 

(資料により説明) 

 

説明が終わりました。委員さんから発言等あれば、お願いい

たします。 

　これは計画を 10 年間延長するんだよね。 

　 

　そうです。 

 

　29 ページ 1（2）の目標の男性職員の配偶者出産休暇及び育

児参加のための休暇取得率 100%というのはすごいと思いまし

たが、これは 1回でも 1日でも取得した職員という意味なんで

しょうか。次のページに 2週間以上は 85%と書いてあるし、意

図はどうなんでしょうか。 

 

日付の基準というのはないものです。あくまでも、目標とし

て 100%の目標計画という形になりますので、そのようにご理解

いただければと思います。 

 

いわゆる、一般職員全員が取ったっていう 100%ということで

すかね。 
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 舘野委員 
 
仲田次長兼学校教育課長 
 
 
 
 
 
 
稲川教育長 
 
小林教育指導課長 
 
 
稲川教育長 
 
小島委員 
 
稲川教育長 
 
小島委員 
 
稲川教育長 
 
 
 
 
 
全委員 
 
稲川教育長 
 
 
 
 
 
仲田次長兼学校教育課長 

男性の取得率は、他の市町村と比べてどうなっていますか。 

 

そちらについては、主管課としては職員課になってしまうの

ですが、昨年の例ですが、市長公室の教育委員会にあたる部局

がありまして、私の記憶するだけで昨年度は 2名の男性職員が

育児休暇を取得しております。実際、少しずつ、若い職員が子

育てに協力するという体制、そして育児休暇が取得しやすい職

場になってきているという認識がございます。 

 

学校関係はどうですか。 

 

学校関係は、桜川市の場合は該当になっている数名の方は

100％取得していると思います。 

 

出産休暇は、必ず取りますからね。 

 

そういった時にお休みいただいているんですね。 

 

昨年度は 1年間取ったのが 1名です。 

 

育児休暇で取られたんですか。 

 

育児休暇として取得しています。 

よろしいでしょうか。それでは発言ありませんので採決に入

ります。議案第 6号「桜川市特定事業主行動計画（案）に同意

することについて」は、原案通りとすることにご異議ありませ

んか。 

 

異議なし 

 

ご異議ありませんので、議案第 6号は原案通り決定いたしま

す。 

 

続いて、議案第 7号「桜川市立学校の学校医等の委嘱につい

て」学校教育課より説明願います。 

 

（資料により説明） 
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 稲川教育長 
 
 
舘野委員 
 
 
仲田次長兼学校教育課長 
 
小島委員 
 
 
 
仲田次長兼学校教育課長 
 
 
稲川教育長 
 
小島委員 
 
稲川教育長 
 
 
 
宇佐美委員 
 
 
 
 
仲田次長兼学校教育課長 
 
 
宇佐美委員 
 
 
仲田次長兼学校教育課長 
 
 

　説明が終わりました。委員さんから発言等あれば、お願いい

たします。 

 

住所が市外の方がいますが、桜川市で開業されているんです

か。 

 

皆さん桜川市内で開業されています。 

 

学校薬剤師は、薬局の薬剤師と違った意味合いが想像される

と思うんですけれども、学校に結構来られたりするんでしょう

か。 

 

確か、健康診断や検査などそういった時に来ていただきま

す。 

 

学校保健委員会ですね。 

 

学校保健委員会ですか。 

 

求めれば保健教育的な部分でも、あとは理科教育でも講師を

お願いできます。あとは適宜、薬剤の処理的な部分については、

保健室や理科室の、点検や指導に入るんですね。 

 

委嘱される方の、年齢的には皆さんどうでしょうか。過去に

実際あったことではありますが、あんまりご高齢ですと、児童

生徒を診断してもわからないといったことにならないか心配

でして。今回委嘱される方はそういった方ではないですよね。 

 

年齢については、わかる資料が手元にございませんが、医師

会の方から推薦いただいている方々です。 

 

やっていただけるのはありがたいですね。いないと大変困っ

てしまいますので。 

 

推薦していただいて、引き受けていただいて大変ありがたい

という認識です。 
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 舘野委員 
 
 
仲田次長兼学校教育課長 
 
 
 
稲川教育長 
 
 
仲田次長兼学校教育課長 
 
 
 
稲川教育長 
 
 
 
 
全委員 
 
稲川教育長 
 
 
 
 
 
 
 
全委員 
 
稲川教育長

桜川中学校と谷貝小学校と樺穂小学校が閉校になりますよ

ね。そこの先生が入っているんですか。 

 

学校医の方が 1名増える形になります。閉校する学校に対し

ては、今度は真壁学園の方が 1名増える、歯科医の方も 1名増

えるような形で推薦の方はいただいております。 

 

これまでも桜川中学区で関わっていらっしゃる学校医なん

ですよね。 

 

今年度までは樺穂小や谷貝小でお願いしていた先生方に、引

き続き、今度は真壁学園の方で新たに増員という形でお願いす

ることとなります。 

 

よろしいでしょうかね。 

それでは発言がありませんので採決に入ります。 

議案第 7号「桜川市立学校の学校医等の委嘱について」は、

原案の通りとすることにご異議ございませんか。 

 

異議なし。 

 

ご異議ありませんので、議案第 7号は原案通り決定いたしま

す。 

 

協議する案件は以上となります。 

委員さんからその他に意見やご提案があればお願いいたしま

す。 

よろしいでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

それでは以上で議事を終了いたします。 

議事進行にご協力いただきありがとうございました。 
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会議の正なることを証します。 

 
　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日 
 

教育長　　　 
 

 
　　　議事録署名人　　　 

　　　　　教育委員　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


